
国際情勢等を踏まえた国民保護の充実に係る緊急提言 

 
ロシアによるウクライナへの侵略や、北朝鮮による核実験、弾道ミサイ

ルの発射などの度重なる挑発行為に伴い、国際情勢は緊迫度を高めてい

る。特に、北朝鮮による弾道ミサイルの発射は、我が国の国民を危険にさ

らし、我が国の安全保障上の重大な脅威となる、許しがたい暴挙であり、

国は、我が国に直接的な影響が出る事態を避けるため、あらゆる努力をす

ることが必要である。 

加えて、万一の事態から、国民の安全を守り、国民の生活や経済への影

響を最小限にするため、国と地方自治体が総力を挙げて、国民保護の体制

強化を図ることは喫緊の課題である。 

ついては、国において、次の対策を講じるよう強く求める。 

 

 

１ 国際社会と協調し、外交を含むあらゆる対策を講じて、我が国の安

全・安心に影響を与える事態の回避を図ること。 

 

２ 事態の進展や島しょ部などの地域特性に応じた避難路や輸送手段の確

保方策など、広域的な避難体制の構築を図ること。 

 

３ 緊急一時避難を含めた避難施設について、国有施設を積極的に開放す

るとともに、都道府県による民間施設の指定が進むよう、民間団体への

働きかけを強化すること。併せて、施設管理者に負担が生じないよう、

事故や損害発生時の責任や補償について統一的な考え方を検討し、基本

指針等で明示すること。 

また、避難施設であることを示す表示の導入や、避難の長期化も見据

えた備蓄の整備、避難施設の運営方法などについて検討のうえ明示し、

避難施設の実効性の確保に努めること。 

 

４ 武力攻撃災害発生時の、国民や地方自治体への情報伝達体制を検証

し、対策強化を図ること。 

 

５ 事態の類型に応じた訓練想定の作成も含め、地方自治体と連携して、

実効性のある訓練の推進に努めること。 

 

６ 訓練や資機材整備、避難体制整備等の地方自治体の取組について、財

政支援の充実を図ること。 

 

 



７ 国際情勢が緊迫する中、国民への適切な情報発信に努めるとともに、

国民保護措置や訓練の重要性、状況に応じた具体的な避難方法につい

て、国民や地方自治体の理解が進むよう、普及啓発を強化すること。 

 

８ 我が国の原子力発電所等に対する武力攻撃に関して、国において、次

の事項について責任を持って対応すること。 

（１）他国の領土や主権の侵害は何の利益も生まず、自らの国益を大きく

毀損するとの認識が国際社会において確立されることこそが、ミサ

イル発射などの武力攻撃に対する最大の抑止力である。国において

は、国際社会と協調した経済制裁措置の実施など、外交等を通じて

毅然として対処すること。 

（２）それでもなお、原子力発電所等への武力攻撃などが懸念されるよう

な事態となった場合には、国は、原子力事業者に対し運転停止を命

ずるなど、迅速に対応すること。また、突発的な武力攻撃の発生に

備え、原子力事業者が、特に緊急を要する場合には国からの命令を

待たず直ちに原子炉の運転を停止できるよう、国は、平時から事業

者の体制の確認・徹底を指導すること。 

（３）万が一、原子力発電所等に対するミサイル攻撃等が行われるような

事態になった場合に、迅速に対応できるよう、自衛隊による迎撃態

勢に万全を期すこと。 
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